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申告が必要か
　　チェックしよう！

勤務先は一か所で、年末
調整している（複数でも年
末調整で合算している場
合は「はい」へ）

はい

いいえ平成31年1月1日現在、
上里町に住んでいましたか？

スタート

主に営業・農業・不動産主に公的年金主に給与収入なし

平成30年中にどのような収入がありましたか？

非課税所得のみ
（遺族年金、障害者年金、

失業給付金など）

所得金額が所得税の
所得控除合計より大きい

年金収入が
400万円を超える

給与収入が
2,000万円を超える

年金以外の所得がある 控除の追加がある所得金額が所得税の
所得控除合計より大きい

控除の追加がある

勤務先から町に「給与支払
報告書」が提出されている ❶❶ ❷

給与以外の所得がある

給与以外の所得が
20万円を超える

年金以外の所得が
20万円を超える

所得税の確定申告が
必要です

町・県民税（住民税）
の申告が必要です

町・県民税（住民税）
の申告が必要な
場合があります

確定申告・町・県民税
（住民税）の申告は
必要ありません

確定申告書を提出すれば、町・県民税（住民税）の申告は必
要ありません。確定申告書「住民税・事業税に関する事項」
欄に該当する事項、金額があれば必ず記入してください。

所得税・復興特別所得税が源泉徴収されていて、還付
を受ける場合には、確定申告が必要です。

次のいずれかに該当する場合は、町民税・県民税の申告が必要です。
①16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
②後期高齢者医療保険被保険者とその世帯主
③介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
④町営住宅及び県営住宅入居者（中学生以下は除く）
⑤医療福祉などの行政サービスを受ける場合
⑥所得・課税証明書が必要な人

所得税・復興特別所得税が源泉徴収されていて、
還付を受ける場合には、確定申告が必要です。

＜判定結果＞

上里町に町・県民税（住民税）の申告をする必要
はありません。（平成31年1月1日に住んでいた
市区町村へ相談してください。）

所得税町県民税

確定申告の準備はお早めに
（受付期間は２月18日㈪から３月15日㈮）

　平成30年分の所得税・復興特別所得税（以下「所得税等」という。）の確定申告期間は、平成31年２月18日
㈪から３月15日㈮です（還付申告は２月15日㈮以前でも行えます。）。また、平成30年分の町・県民税（住民
税）の申告期限は、平成31年３月15日㈮です。
　町役場においても、平成31年２月18日㈪から３月15日㈮の期間に住民税の申告の受付および所得税等の確定
申告の申告相談を行います。
　申告が必要な方は、申告に必要な書類等を準備の上、期限内に申告してください。
※申告受付等の詳細については、広報２月号でお知らせします。
※�町役場で平成30年分の確定申告書等の書類が配布できるのは１月下旬となりま
す。
※��昨年、町役場の申告会場で確定申告書を作成した方には、税務署からプレプリント
申告書に代わり、「お知らせはがき」または「お知らせ通知書」が送付されます。

�問合せ…税務課住民税係【☎35－１２２１（内線１１３１～１１３３）】
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Tax-----------------
税 確定申告の準備はお早めに

平成30年分からの適用です

配偶者控除・配偶者特別控除の改正が適用されます
　平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除および配偶者特別控除の
控除額等が改正され、平成30年分以後の年度分の所得税から適用されます。
①配偶者控除

納税者本人の合計所得金額
控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円

900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

1,000万円超 配偶者控除の適用なし

②配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

38万円超　85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超　90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超　95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超　100万円以下 26万円 18万円 � 9万円
100万円超　105万円以下 21万円 14万円 � 7万円
105万円超　110万円以下 16万円 11万円 � 6万円
110万円超　115万円以下 11万円 � 8万円 � 4万円
115万円超　120万円以下 � 6万円 � 4万円 � 2万円
120万円超　123万円以下 � 3万円 � 2万円 � 1万円

※従前どおり、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできません。

確定申告時にはマイナンバーと本人確認

申告書に個人番号（マイナンバー）の記載が必要です
　確定申告書および住民税の申告書に個人番号の記載が必要で
す。なお、個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人
確認書類の提示または本人確認書類の写しを申告書等に添付し
ていただく必要があります。
　「本人確認」を行うときに使用する書類の例 　

番号確認 身元確認

①
個人番号カード（カードの裏面で番号確認、カードの表面で身元確
認が可能です。）

② 通知カード
運転免許証、健康保険の被保険者
証など

申告会場に行かずに確定申告

確定申告書はパソコン等で作成し、郵送等で提出できます
　確定申告書の作成は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って金額等を入力すれば、税
額などが自動計算され、簡単に作成できます。
　作成した申告書をご自宅のプリンタで印刷すれば、混雑した確定申告会場に行くことなく、郵送等で提出することがで
きますのでご利用ください。また、作成したデータは「e-Tax（電子申告）」を利用して提出することもできます。詳し
くは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）で確認できます。
※�プリンタがない場合でも、ＰＤＦファイルで保存すればコンビニ等で出力可能
です。
※�e-Tax（電子申告）のご利用に際しては、個人番号カード（注）、ＩＣカード
リーダライタの購入などの事前準備が必要となります。
（注）�電子証明は個人番号カードに標準搭載されています。また、電子証明の有

効期限内であれば、住民基本台帳カードでも可能です。
問合せ…本庄税務署【☎22－２１１１（自動音声案内）】

　　「本人確認」とは
　個人番号の提供を受ける際は、なりすましを防止す
るため、番号法において厳格な「本人確認」が義務付
けられています。�したがって、個人番号を記載した申
告書を提出する際には、窓口で「本人確認」をさせて
いただきます。「本人確認」には、申告書等に記載され
た個人番号が正しい番号であることの確認【番号確
認】と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主
であることの確認【身元確認】が必要とされています。
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税確定申告の準備はお早めに

申告相談や申告書の作成に

税理士による無料税務相談をご利用ください
　下記のとおり、各税理士事務所で申告相談および申告書の作成を無料で行います。希望者は、事前に各税理士事務所に
電話連絡の上、ご利用ください。
対　　象…年収６００万円以下の給与所得者で医療費控除や住宅借入金等特別控除などの申告をする方、および年金受給

者で確定申告が必要な方
相談日時…２月1日㈮～15日㈮（日曜・祝日を除く）の午前９時30分～午後４時
　　　　　※事前連絡の際に相談日時、必要書類等を確認してください。
問 合 せ…関東信越税理士会本庄支部【☎22－7091】

日程 税理士名 電話 事務所所在地 日程 税理士名 電話 事務所所在地

２月１日㈮
小池　裕太 ２２－３０７４ 本庄市本庄

２月８日㈮
池田　敦司 ７１－７９０１ 本庄市西富田

柴﨑　　厚 ２２－０６０６ 本庄市栄 小暮眞一郎 ３３－２１４１ 上里町勅使河原
多賀谷　実 ２１－７８７１ 本庄市見福 松本　悦子 ２４－１９６５ 本庄市若泉

２月２日㈯
岩堀　　薫 ２１－１６７８ 本庄市朝日町

２月９日㈯
小川　　輝 ２１－０８８８ 本庄市牧西

根岸　精一 ２１－２２３５ 本庄市五十子 松本　純一 ３３－０３１５ 上里町三町
松本　和弘 ３３－０３１５ 上里町三町 三澤　力男 ２５－７９８８ 本庄市朝日町

２月４日㈪
青木　貴子 ２２－３４９１ 本庄市南

２月1２日㈫
須永　秀和 ２２－４８６７ 本庄市前原

野沢　一雄 ３４－２６９６ 上里町七本木 角谷　高之 ２２－５３７０ 本庄市駅南

２月５日㈫
石田九洲男 ２１－６８５７ 本庄市本庄 田中　圭二 ２２－３７３３ 本庄市栗崎
塚本　富雄 ７６－０６８４ 美里町下児玉

２月1３日㈬
入　　敏明 ７１－７７９２ 本庄市千代田

松木　正則 ３４－０３０７ 上里町七本木 田村　幸一 ７１－７８０８ 本庄市下野堂

２月６日㈬
浅見　秀子 ２４－０６７９ 本庄市西富田 塚本　雅俊 ７１－４９１０ 上里町七本木
三沢　俊之 ２１－２８００ 本庄市朝日町

２月１４日㈭
藤井　桂一 ２１－３６２５ 本庄市見福

目時　　悟 ３３－８８５９ 上里町金久保 松本　　健 ２４－５６１４ 本庄市本庄

２月７日㈭
木村　睦子 ２３－１１２０ 本庄市けや木 真々田　豊 ７１－４５２９ 本庄市東台
黒澤　祥一 ３３－１４１４ 上里町七本木

２月１５日㈮
宮田　昌代 ３３－２７６４ 上里町七本木

田村加代子 ３３－８８５９ 上里町金久保 山下　政信 ７２－１３１７ 本庄市児玉町吉田林
吉澤　政志 ７１－９９４５ 上里町勅使河原

事業者の方へ

給与支払報告書の早期提出にご協力を
　平成30年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代を含む)を支払った個人・法人は、１月31日㈭までに、
給与支払報告書を従業員（給与所得者）が居住している市区町村へご提出ください。なお、町内に居住している給与所得
者の給与支払報告書は、税務課住民税係へご提出ください。給与所得者にとって町・県民税の申告に代わる重要な資料と
なりますので、必ず期限までに提出してください。
問合せ…税務課住民税係【☎35－1220】
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番号確認・本人確認もこれ１枚

マイナポータルでできること

返信用封筒の期限が延長されています

カード交付申請用封筒の有効期限を延長しています
　通知カードに同封して発送したマイナンバーカード交付申請用封筒（返信用封筒）につ
いては、差出有効期限が平成29年10月４日までとなっていても、平成31年５月31日までは
切手を貼らずにそのまま使用できます。
　また、総務省、内閣府、地方公共団体情報システム機構のホームページ上に申請者自
身で印刷して利用可能な封筒様式を掲載しています。

あなたのポータルサイト
「マイナポータル」

　マイナポータルは、国が運営するインター
ネット上のサービスです。自宅のパソコン等か
ら、国や自治体等が保有している自分の個
人情報を閲覧したり、行政機関の間で自分の
個人情報がやりとりされた履歴を確認するこ
とができます。また、妊娠や子育てに係る手
続きがオンラインで行える「子育てワンストップ
サービス」が利用できるほか、ライフステージ
に合った情報を行政から受け取ることができ
ます。

マイナンバー総合フリーダイヤル
【☎0120－95－0178】

マイナンバーカードを申請しましょう！
　マイナンバーカードは、身分証にもなる顔写
真付きのカードです。「番号確認」と「身元確
認」が一枚で同時にできるのはマイナンバー
カードだけです。
　「マイナポータル」や「子育てワンストップ
サービス」の利用が可能になるほか、カードに
搭載された公的個人認証を利用してe-TAX
による確定申告ができます。
　申請は、郵便・パソコン・スマホ・一部の証明
写真機から無料で申請できます。

マイナンバーカード申請に関する問合せ
町民福祉課町民係【☎35－1224】

拡大

確定申告・社会保障・
窓口での手続き時に マイナンバーの確認と身元確認が必要です
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